
◇大阪市重度障害者医療費助成規則の一部を改正する規則  

１  重度障がい者医療費助成を受けることができる資格の有無を判定する基準となる

所得制限における控除の計算方法を改めることにしました。  

２  必要な経過措置を講ずることにしました。  

３  この規則は、令和８年７月１日から施行することにしました。  
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